
  

一 

令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８８５号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

千
葉
県
生
活
習
慣
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ト
調
査
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

平
成
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
九
百
十
七
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
に
係
る
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在 

 
 

 

 
 

地
等
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
に
係
る
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在 

 
 

 

 
 

地
等
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

落
札
者
等
の
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

そ
の
他 

○ 

千
葉
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号 

 

千
葉
県
生
活
習
慣
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ト
調
査
を
実
施
す
る
の
で

千
葉
県
統
計
調
査
条
例

昭
和
二

十
五
年
千
葉
県
条
例
第
一
号

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

調
査
の
名
称 

 
 

千
葉
県
生
活
習
慣
に
関
す
る
ア
ン
ケ

ト
調
査 

二 

調
査
の
目
的 

 
 

県
民
の
健
康
に
係
る
生
活
習
慣
の
現
状
を
把
握
し

健
康
に
関
す
る
課
題
を
明
ら
か
に
し

今
後
の

健
康
づ
く
り
施
策
の
推
進
等
に
必
要
な
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

 

三 

調
査
事
項 

 
 

県
民
の
健
康
に
係
る
生
活
習
慣
に
関
す
る
こ
と

 

四 

調
査
の
範
囲 

 
 

満
十
五
歳
以
上
の
県
民
の
う
ち
知
事
が
選
定
す
る
も
の 

五 

調
査
の
期
日 

 
 

令
和
五
年
十
一
月
一
日
現
在
で
行
う

 

六 

調
査
の
方
法 

 
 

知
事
が

四
の
者
に
調
査
票
を
配
布
し

報
告
を
求
め
る
こ
と
に
よ
り
行
う

 

七 

結
果
の
公
表 

 
 

知
事
は

調
査
結
果
を
千
葉
県
ホ

ム
ペ

ジ
に
よ
り
速
や
か
に
公
表
す
る
も
の
と
す
る

 

 

千
葉
県
告
示
第
四
百
二
十
二
号 

 

平
成
十
一
年
千
葉
県
告
示
第
九
百
十
七
号

旅
館
業
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
施
設
の
指
定

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

青
少
年
施
設
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

め
る

 

 

青
年
館
の
表
植
松
町
青
年
館
の
項

黒
生
町
青
年
館
の
項

三
崎
団
地
青
年
館
の
項

犬
若
青
年
館
の

項

千
成
青
年
館
の
項
及
び
寺
崎
青
年
館
の
項
を
削
る

 

 

ス
ポ

ツ
施
設
の
表
鴨
川
市
芝
浜
プ

ル
の
項
を
削
る

 

公

告 

 
 

 

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
に
係
る
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
等

の
変
更 

 

令
和
五
年
五
月
三
十
日
付
け
千
葉
県
公
告

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

で
公
告
し
た
講

習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
問
合
せ
先
の
所
在
地
及
び
電
話
に
つ
い
て

次
の
と

お
り
変
更
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

変
更
前
の
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号 

有
明
フ
ロ
ン
テ

ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階 

二 

変
更
後
の
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号 

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
０
１ 

八
階 

三 

変
更
前
の
問
合
せ
先 

 

１ 

所
在
地 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

10 

月

31

日 

定 
 

例 

 

鴨
川
市
わ
ん
ぱ
く
ハ
ウ
ス 

〃 

天
津
七
八
番
地 

鴨
川
市
青
少
年
研
修
セ
ン

タ

 

〃 

平
塚
一

七
一
七
番
地
の
一
五 

  

鴨
川
市
わ
ん
ぱ
く
ハ
ウ
ス 

〃 

天
津
七
八
番
地 

 

 

を 
 

 

に
改 

 
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１３８８５号 令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 
 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号 

有
明
フ
ロ
ン
テ

ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階 

 
２ 

電
話 

 
 

 
〇
三

五
五
七
九

〇
九
一
一 

四 

変
更
後
の
問
合
せ
先 

 

１ 

所
在
地 

 
 

 

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号 

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
０
１ 

八
階 

 

２ 

電
話 

 
 

 

〇
三

五
五
七
九

六
一
一
五 

  
 

 

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定
に
係
る
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
等

の
変
更 

 

令
和
五
年
五
月
三
十
日
付
け
千
葉
県
公
告

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

で
公
告
し
た
講

習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
問
合
せ
先
の
所
在
地
及
び
電
話
に
つ
い
て

次
の
と

お
り
変
更
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 
 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

変
更
前
の
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号 

有
明
フ
ロ
ン
テ

ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階 

二 

変
更
後
の
講
習
会
の
主
催
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号 

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
０
１ 
八
階 

三 

変
更
前
の
問
合
せ
先 

 

１ 

所
在
地 

 
 

 

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号 

有
明
フ
ロ
ン
テ

ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階 

 

２ 

電
話 

 
 

 

〇
三

五
五
七
九

〇
九
一
一 

四 

変
更
後
の
問
合
せ
先 

 

１ 

所
在
地 

 
 

 

東
京
都
渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
一
番
六
号 

Ｊ
Ｍ
Ｆ
ビ
ル
笹
塚
０
１ 

八
階 

 

２ 

電
話 

 
 

 

〇
三

五
五
七
九

六
一
一
五 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

          

そ

の

他 

千
葉
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号 

 

本
公
社
に
お
い
て

有
料
道
路
に
係
る
料
金
の
徴
収
施
設
及
び
そ
の
付
近
に
お
け
る
車
両
の
一
時
停
止

そ
の
他
の
車
両
の
通
行
方
法
に
つ
い
て
定
め
た
の
で

道
路
整
備
特
別
措
置
法

昭
和
三
十
一
年
法
律
第

七
号

第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る

 

 
 

令
和
五
年
十
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
道
路
公
社
理
事
長 

 

北 

岡 
 

 
 

聡 
 

 

 
 

 
 

                

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
次

の
と

お
り

落
札

者
等

に
つ

い
て

公
告

す
る

。
 

 
 

 
千

葉
県

道
路

公
社

の
有

料
道

路
に

係
る

料
金

の
徴

収
施

設
及

び
そ

の
付

近
に

お
け

る
車

両
の

一
時

停
止

そ
の

他
の

車
両

の
通

行
方

法
 

 
千

葉
県

道
路

公
社

（
以

下
「

当
公

社
」

と
い

う
。

）
は

、
道

路
整

備
特

別
措

置
法

（
昭

和
３

１
年

法
律

第
７

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
）

第
２

４
条

第
３

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
当

公
社

の
有

料
道

路
の

料
金

 

の
徴

収
施

設
及

び
そ

の
付

近
に

お
け

る
車

両
の

一
時

停
止

そ
の

他
の

車
両

の
通

行
方

法
を

下
記

の
と

お
り

定
め

る
。

 

 
（

適
用

）
 

第
１

条
 

法
第

２
４

条
第

１
項

の
規

定
に

お
け

る
運

転
者

が
通

行
さ

せ
る

自
動

車
そ

の
他

の
車

両
（

以
下

「
通

行
車

両
」

と
い

う
。

）
は

、
こ

の
通

行
方

法
に

従
っ

て
当

公
社

の
有

料
道

路
の

料
金

の
徴

収
施

設

及
び

そ
の

付
近

を
通

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

定
義

）
 

第
２

条
 

こ
の

通
行

方
法

に
お

け
る

用
語

の
意

義
は

、
法

及
び

道
路

整
備

特
別

措
置

法
施

行
規

則
（

昭
和

３
１

年
建

設
省

令
第

１
８

号
）

第
１

３
条

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

 
（

料
金

の
収

受
を

行
う

一
般

専
用

有
人

施
設

に
お

け
る

通
行

方
法

）
 

第
３

条
 

料
金

の
収

受
を

行
う

一
般

専
用

有
人

施
設

に
お

け
る

通
行

方
法

は
、

次
の

各
号

に
定

め
る

と
お

り
と

す
る

。
 

 
一

 
通

行
車

両
は

、
確

実
に

係
員

が
料

金
の

収
受

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
程

度
に

当
該

係
員

が
当

該
収

 

  
 

令
和

５
年

１
０

月
３

１
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

［
掲

載
順

序
］

 

 
①

物
品

等
又

は
特

定
役

務
の

名
称

及
び

数
量

 
②

契
約

に
関

す
る

事
務

を
担

当
す

る
部

局
の

名
称

及
び

所
在

地
 

③
落

札
者

又
は

随
意

契
約

の
相

手
方

を
決

定
し

た
日

 
④

落
札

者
又

は
随

意
契

約
の

相
手

方
の

氏
名

及
び

住
所

 
⑤

落
札

金
額

又
は

随
意

契
約

に
係

る
契

約
金

額
 

⑥
契

約
の

相
手

方
を

決
定

し
た

手
続

 
⑦

入
札

公
告

日
 

⑧
随

意
契

約
に

よ
る

場
合

は
そ

の
理

由
 

⑨
そ

の
他

必
要

な
事

項
 

 
①

よ
う

撃
捜

査
用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

撮
像

記
録

シ
ス

テ
ム

賃
貸

借
 

一
式

 
②

千
葉

県
警

察
本

部
総

務
部

会
計

課
 

千
葉

市
中

央
区

長
洲

一
丁

目
９

番
１

号
 

③
令

和
５

年
９

月
２

１
日

 
④

Ｎ
Ｘ

・
Ｔ

Ｃ
リ

ー
ス

＆
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
株

式
会

社
東

京
支

店
千

葉
営

業
所

 
千

葉
市

美
浜

区
中

瀬
一

丁
目

３
番

地
 

⑤
２

９

３
，

２
５

７
，

８
０

０
円

 
⑥

一
般

競
争

入
札

 
⑦

令
和

５
年

８
月

８
日

 



  

三 

令和 5 年 10 月 31 日 (火曜日) 千 葉 県 報 第１３８８５号 
 

 
 

 

                                   

                                    

 
 

受
を

行
う

場
所

に
近

接
し

た
場

所
（

停
止

す
べ

き
場

所
に

つ
い

て
当

該
係

員
の

指
示

又
は

標
識

そ
の

他
の

方
法

に
よ

る
表

示
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
指

示
又

は
表

示
に

係
る

場
所

）
で

停
止

し
な

け
れ

 

 
 

ば
な

ら
な

い
。

 

 
二

 
通

行
車

両
は

、
料

金
の

収
受

後
に

当
該

係
員

が
発

進
を

承
諾

す
る

ま
で

の
間

は
発

進
し

て
は

な
ら

な
い

。
 

 
（

料
金

の
収

受
を

行
う

一
般

専
用

機
械

式
施

設
に

お
け

る
通

行
方

法
）

 

第
４

条
 

料
金

の
収

受
を

行
う

一
般

専
用

機
械

式
施

設
に

お
け

る
通

行
方

法
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

 
一

 
通

行
車

両
は

、
確

実
に

料
金

収
受

機
等

に
よ

り
料

金
の

収
受

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
程

度
に

料
金

収
受

機
等

に
近

接
し

た
場

所
で

停
止

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
二

 
通

行
車

両
は

、
料

金
の

収
受

後
に

開
閉

棒
等

の
表

示
に

従
っ

て
通

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
（

Ｅ
Ｔ

Ｃ
専

用
施

設
に

お
け

る
通

行
方

法
）

 

第
５

条
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
専

用
施

設
に

お
け

る
通

行
方

法
は

、
次

の
各

号
に

定
め

る
と

お
り

と
す

る
。

 

 
一

 
標

識
そ

の
他

の
方

法
に

よ
っ

て
徐

行
し

又
は

停
止

す
べ

き
旨

が
表

示
さ

れ
て

い
る

施
設

に
お

い
て

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
通

行
車

は
、

当
該

表
示

に
従

っ
て

通
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
二

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

通
行

車
以

外
の

通
行

車
両

は
、

Ｅ
Ｔ

Ｃ
専

用
施

設
を

通
過

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

 
（

Ｅ
Ｔ

Ｃ
・

一
般

共
通

有
人

施
設

に
お

け
る

通
行

方
法

）
 

第
６

条
 

Ｅ
Ｔ

Ｃ
・

一
般

共
通

有
人

施
設

に
お

け
る

通
行

方
法

は
、

次
の

各
号

に
定

め
る

と
お

り
と

す

る
。

 

 
一

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

通
行

車
は

、
係

員
に

よ
る

徐
行

し
又

は
停

止
す

べ
き

旨
の

指
示

が
あ

る
場

合
に

は
当

該
指

示
に

従
っ

て
、

標
識

そ
の

他
の

方
法

に
よ

る
徐

行
し

又
は

停
止

す
べ

き
旨

の
表

示
が

あ
る

場
合

に
は

当
該

表
示

に
従

っ
て

、
通

行
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 
二

 
Ｅ

Ｔ
Ｃ

通
行

車
以

外
の

通
行

車
両

は
、

第
３

条
に

定
め

る
通

行
方

法
に

よ
り

、
通

行
し

な
け

れ
ば

 

 
 

な
ら

な
い

。
 

 
（

閉
鎖

施
設

の
通

過
の

禁
止

）
 

第
７

条
 

通
行

車
両

は
、

閉
鎖

施
設

を
通

過
し

て
は

な
ら

な
い

。
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